
事 務 連 絡 

 

関係介護サービス施設 御中  

 

兵庫県福祉部高齢政策課 

 

令和５年度 介護事業者等サービス継続支援事業補助金 

の交付申請書の提出について 

 

平素は、高齢者福祉行政の推進にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルスの感染等による介護サービスの継続提供に必要な介護人材

の確保や職場環境の復旧・改善のため、通常のサービス提供時には想定されていない、

かかり増し経費（以下「かかり増し経費」）が発生した場合に、必要な経費を支援する

ため、兵庫県福祉部補助金交付要綱別表に基づき、標記補助金を交付します。 

つきましては、下記により、申請書のご提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 申請手続 

(1) 申請書類（請求書を含む）の提出 

 貴事業所・施設における、かかり増し経費の支払実績が確定してから、実績の

内容に基づく申請を行っていただきますので、実績報告書の作成は不要です。 

(2) 申請書の作成・提出方法 

ア 申請書の作成方法（「 」内はシート名） 

① 下記を参考に該当する箇所を入力 

 ■黒色シート(｢基本情報シート｣｢債権者登録｣)：必須入力 

 ■黄色シート：該当する箇所を入力 

■水色シート：該当があれば下記 ４施設内療養した入所者分の申請につ 

いて を参照に入力 

 ■桃色シート：応援を実施された場合は、該当する箇所を入力 

■無着色シート：自動転記されるため入力不要（内容のみ確認すること） 

② 計算式が入っているセルにも関わらず自動転記されなかった箇所は漏れなく 

直接入力 

   ③ 計算式が壊れる恐れがあるので、列の挿入等の加工をしないでください。

（加工の必要がある場合は、下記担当者へご相談ください。） 

イ 提出書類（別添エクセル様式） 

ファイル名『Ｒ５申請様式（サ継 事業者用）』に入力・押印の上、郵送と電子

メールにて提出すること 

① 「基本情報シート」及び各シートの該当箇所を入力後、印刷(※) 

② 委任状に押印 

③ ①と②を下記担当宛て郵送し、①のデータをメール 
(※)「【施設用】施設内療養者一覧」～「職員派遣の内訳３」までのシートについては、該当があ
る場合は入力・印刷してください。それ以外のシートは印刷必須です。 

 

 

２ 対象経費について 

 (1) 令和５年４月１日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常 



の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成します。詳細は、令

和５年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービ

ス提供体制確保事業実施要綱、国 Q＆Aをご確認ください。 

(2) 地域医療介護総合確保基金を財源としていることから、診療報酬、介護報酬及び

他の補助金等（例：ICT 補助金）で措置されているものは、本事業の対象外となり

ます。 

(3) 感染症の発生期間に生じた、かかり増し経費であることから、工事を伴う経費や、

期間終了後も使用可能な感染対策関連物品(空気清浄機等)は、対象外経費となりま

す。 

(4)「衛生用品の購入」については、感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品

が対象であり、体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイ

レ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなどは対象外経費となります。 

(5) 感染症の発生期間内に生じた、かかり増し経費の支払等については、期間外になっ

ても補助対象となります。ただし支払い完了日を事業完了日としてください。 

(6) 法人内で職員の応援を実施された場合は、｢感染者が発生した介護サービス事業所・

施設等に応援職員の派遣を行った場合」の経費についても申請可能ですので、別紙

２（その２）及び別紙３（その２）を作成ください。ただし、派遣元の事業所所在

地が政令中核市の場合は、所管する市へ申請ください。 

 

３ 対象経費算定期間について 

対象経費の算定期間は、以下のとおりです。 

区分 算定基準日の考え方 

交付申請書の着手年月日 事業所等で感染者が判明した日 

交付申請書の完了年月日 

算定期間内に生じた、かかり増し経費の最終支

払日(ただし、いずれも最終日は令和 6 年 3 月

31 日) 
 

 

４ 施設内療養した入所者分の申請について 

(1) 施設内療養の取扱いは、「国実施要綱」別添２－１（令和 5年 5月 7日以前）、２

－２（令和 5年 5月 8日以降）の定めに基づいています。 

(2) 申請に際しては、別紙３－２、３－３（自動転記されるため、内容確認のみ）、

３－４を作成してください。 

 (3) 補助基準額を超過した場合は、国へ個別協議（協議日数は２ヶ月程度）の上、補

助基準額を引き上げることが可能です。協議を希望する場合は、基本情報シートで

「個別協議希望する」を選択してください。 

 

５ 令和４年度からの変更点 

(1) 令和 5年度発生にかかる追加補助額は、年度内の上限額が 500 万円（定員 30 人以

上）または 200 万円（定員 29 人以下）のため、以前（令和 5年度発生に限る）の追

加補助額を控除する必要がありますので、別紙３－３に既に補助済みの追加補助所

要額を記入ください。 

(2) 令和 5 年 5 月 8 日以降の特別手当に対する補助は、給与規定に定められている場

合に限ります。（必要に応じて給与規定の提出を求める場合がありますので、ご承

知おきください。） 

(3) 令和 5年 5月 8日以降の施設内療養に対する補助は、申請様式別紙 3-2（施設内療

養費の補助）において、医療機関名と医師名の診断が必要です。 



(4) 令和 5年 5月 8日以降の施設内療養に対する補助は、申請様式別紙 3-4「チェック

リスト 2」において、令和 5年 3月 28 日付け県から依頼した調査に「未回答」また

は、「調査時点で要件に全て該当していない施設」は、施設内療養費の補助対象外

となりますので、ご留意ください。 

 

６ 申請書類の保存について 

  証拠書類（手当等支払明細書、納品書・領収書等)については、申請書に添付して

提出する必要はありませんが、監査委員事務局の監査や会計検査院の検査において、

提出を求められる場合がありますので、当該書類は必ず５年間（令和 11年 3月 31 日

まで）保存ください。 
 

【問合せ先】 

高齢政策課介護基盤整備班 担当：佐藤 

 TEL：078-341-7711(内線 2974) 

Email：Miki_Satou@pref.hyogo.lg.jp 


